
▶団長＝衣川正昭（黒田庄中学校長）▶随行＝
高見真子（市職員）▶団員＝久保花、高瀬伊茉
莉、高瀬珠七、玉田優牙（以上西脇中学校）▷
武部翔太郎、藤井文香、村井愛奈（以上西脇東
中学校）▷上角紘太郎、島村華妃、西村心佑、
西山和花、星山凛香（以上西脇南中学校）

アメリカ・レントン市訪問を終えて
姉妹都市

～西脇市中学生親善使節団が帰国～

　本市は、アメリカ合衆国ワシントン州レント
ン市と姉妹都市提携を結んでいます。
　コロナ禍の影響を受け、６年ぶりに対面での
中学生の親善交流を行いました。今年は12人の
中学生が、８月15日（金）から22日（金）まで
レントン市を訪問。生徒はさまざまな体験をし、
大きく成長して西脇に帰ってきました。
　10月７日（火）から13日（月・祝）までは、
レントン市中学生親善使節団が来西されます。
お声掛けなど、温かいお迎えをお願いします。

団員の感想

第 34 回派遣中学生親善使節団員

▲両市の中学生親善使節団。レントン市の西脇通りにて

（敬称略）

　これからの自分が成長
するエネルギーにしたい。

　これからも新しい文化
に触れ、視野を広げたい。

　忘れられない貴重な経
験になった。

　西脇や日本文化の魅力
を伝えることができた。

広報にしわき　令和7年10月号広報にしわき　令和7年10月号5 4広報にしわき　令和7年10月号広報にしわき　令和7年10月号

　令和８年４月の入園申し込みの受け付けを開始します。詳しくは、下記へお問い
合わせください。
▶申込み・問合せ　幼保連携課（市役所内線1162）

認定こども園

市外保育施設

▶認定こども園幼稚園部
　10月末までに園から入園内定書が届きます。
▶認定こども園保育園部・市外保育施設
　令和８年２月中旬に市から入所承諾書が届き
ます。
　入園できない場合は１月末にお知らせします。
▷入園できる場合
　２月下旬～３月初旬に各園で入園説明会を実
施します。
▷入園できない場合
　令和８年度内で引き続き利用を調整します。

受付場所 受付日 受付時間

西脇こども園
（☎22-2909）

どれみこども園
（☎22-5740）

比延こども園
（☎22-7258）

日野こども園
（☎22-7023）

かすがこども園
（☎22-5787）

つまこども園
（☎22-1693）

芳田こども園
（☎27-0550）

黒田庄こども園
（☎28-4357）

幼保連携課
（☎22-3111）

みらいえ
（☎22-2800）

午前10時～11時30分10月24日（金）

10月22日（水）

10月21日（火）

10月23日（木）

10月20日（月）

10月23日（木）

10月26日（日）

10月22日（水）

10月21日（火）

午後１時30分～３時

午前10時～11時30分

午後１時30分～３時

午前10時～11時30分

午前10時～11時30分

午前10時～11時30分

午後１時30分～３時

午前９時～午後５時15分

午後２時～４時

10月27日（月）
　～ 31日（金）

受付対象

幼稚園部
保育園部

幼稚園部
保育園部

幼稚園部
保育園部

幼稚園部
保育園部

幼稚園部
保育園部

幼稚園部
保育園部

幼稚園部
保育園部

幼稚園部
保育園部

保育園部のみ

保育園部のみ

・２号、３号認定（保育園部）で、申込み多数
　の場合、保育の必要度の高い順に利用先を調
　整します。
・転園、転部する場合は、新規入園児と同じ日
　程でお申し込みください。
・育児休業明けに利用希望の場合は、就労復帰
　１ヵ月前を利用開始希望月にできます。
　※出生前の申し込み可

継続して利用する

在籍する園
※市外施設利用者には郵送市内認定こども園、幼保連携課、みらいえ（こどもプラザ）、市ホームページ

新規入園、転部、転園の申し込み

各認定こども園 幼保連携課

書類配布場所

問合せ

受付場所

提
出
書
類

認定区分
申込可能年齢

１号（幼稚園部） ２号・３号（保育園部）
満３歳～５歳クラス ０歳～５歳クラス

※在園児のきょうだいを新規で申し込む場
　合、②の書類は新規入園児の受付時に提
　出してください。

※この他、入園願書や進級願書など、園独
　自の必要書類がある場合があります。

※この他、進級願書等園独自の書類がある
　場合があります。

※認定こども園保育園部、市外保育施設利
　用の場合

市内認定こども園（原則、第１希望園で受け
付け）、みらいえ、幼保連携課
※市外保育施設の利用希望者は幼保連携課で
　受け付けます。

各認定こども園
※書類は入園を希望する全ての園に提出して
　ください。

在籍する園
※市外保育施設利用者は、幼保連携課へ提出

①施設型給付費・地域型保育給
付費等教育・保育給付認定申請
書（兼）現況届（兼）事業所利
用申込書（兼）保育児童台帳

②保育を必要とする就労証明書
・申立書

※現在通園中でも、令和８年度に継続して
　利用するには手続きが必要です。

１「入園申し込みの書類」と「提出先」

３「結果」のお知らせ時期

入園・利用手続きガイド
市ホームページ

２ 受け付け日と利用調整
・ 年度途中（令和８年５月～令和９年３月）に入園
   を希望する場合も、受け付けます。ただし、４月  
   入園希望者の利用調整後のこども園の空き状況に 
   応じて利用調整を行います。

書類の「受付日」

　
　３歳～５歳児の保育料は国の制度で無償になっ
ています。これに加え本市では、子育て世帯の経
済的負担を軽減するため、市独自で副食費を原則
無償にする助成事業を行っています（認可外保育
施設を含む）。

　保育料は認定区分や利用する時間、世帯の課税
状況によって異なります。
　要件を満たす子どもの保育料を一部助成します。
▷第１子＝上限１万円／月▷第２子以降＝上限１
万５千円／月（所得制限あり）

　３歳～５歳児と０歳～２歳児の市民税非課税世
帯は、認可外保育施設の利用料の給付が受けられ
ます。利用前に幼保連携課で手続きが必要です。
　入園手続きは各園へお問い合わせください。

　
　０歳～２歳児を対象に、こども誰でも通園制度
（仮称）を令和８年度から行います。この制度は
「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な
成育環境を整備する」ことが目的です。詳細が決
まり次第、市ホームページなどでお知らせします。

「保育料無償」と「副食費助成」
西脇市の子育て支援

算定基準：保護者等の市民税所得割額と税額控除の合計額
算定切替：令和８年９月（４月～８月分は令和７年度、９月～３月分
　　　　　は令和８年度の税額で計算）

３～５歳児

０～２歳児

保育料
（月額）

認定こども園幼稚園部 認定こども園保育園部
市外保育施設

０円（無償）

―

０円（無償）

０～62,000円
市民税非課税世帯は０円（無償）

３歳～５歳児の「保育料」と「副食費」が無償

０歳～２歳児の保育料の一部を助成
（保育料助成事業）

認可外保育施設の利用料などを給付

こども誰でも通園制度（仮称）が始まります


